
墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  
別表 

  補償基礎額表 
医師、
歯科医
師又は
薬剤師
として
の経験
年数 

５年未
満 

５年以
上 
１０年
未満 

１０年
以上 
１５年
未満 

１５年
以上 
２０年
未満 

２０年
以上 
２５年
未満 

２５年
以上 

学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

〔略〕 

学校薬

剤師の

補償基

礎額 

〔略〕 
６，５

３２円 

７，９

５７円 

９，５

８５円 

１０，

７７１

円 

１１，

９３６

円 

      

別表 

  補償基礎額表 
医師、
歯科医
師又は
薬剤師
として
の経験
年数 

５年未
満 

５年以
上 
１０年
未満 

１０年
以上 
１５年
未満 

１５年
以上 
２０年
未満 

２０年
以上 
２５年
未満 

２５年
以上 

学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

〔略〕 

学校薬

剤師の

補償基

礎額 

〔略〕 
６，５

４７円 

７，９

７１円 

９，６

０６円 

１０，

７９７

円 

１１，

９６６

円 

       

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表（経験年数が５年以上である学校薬剤師の補償基

礎額に係る部分に限る。以下同じ。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に

支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日

以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支

給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 
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